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行政監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定による監査の結果に基づき講

じた措置について、石川県知事等から通知があったので、同条第１２項の規定により、次のとお

り公表する。

平成２３年１２月９日

石川県監査委員 藤 井 義 弘

同 米 光 正 次

同 安 田 慎 一

同 織 田 静 代

第１ 公表の範囲

に基づき講じた措置について、通知を受けた事項平成２２年度に実施した行政監査の結果

第２ 公表の概要

において指摘した事項平成２２年度行政監査「高額物品の調達、管理及び活用について」

６件及び注意した事項３件について、知事等から通知を受けた。

〔指摘〕

所属名 監査結果の概要 監査結果に基づき講じた措置

保健環境ｾﾝﾀー 重要物品の中で、一部の物品又は 物品の不用決定等必要な手続を経る

工業試験場 その構成品が、重要物品台帳に記載 ことなく廃棄、又は亡失していた重要

畜産総合ｾﾝﾀー されているが、物品の不用決定等必 物品については、抹消手続を行うとと

津幡高等学校 要な手続を経ることなく廃棄されて もに、物品に関する帳簿を整理した。

ろう学校 いたり、又は亡失していたものが見 また、物品廃棄等に際しての適正手

警察本部 受けられた。 続を確保するため、物品を実際に管

物品廃棄等に際しての適正手続を 理・使用する職員に対し事務手続の周

確保するためにも、物品を実際に管 知徹底を図った。

理・使用する職員に対し事務手続の

周知徹底を図り、適切に物品管理を

促す必要がある。
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〔注意〕

所属名 監査結果の概要 監査結果に基づき講じた措置

保健環境セ 購入後２年目で、消耗部品が製造 使用されないままとなっていた検査

ンター 中止となって使用を継続するには相 機器を廃棄した。

当額の改造費用が必要となったが、 また、耐用年数期間中の故障の場合

対応策について十分な検討がなされ の保証や部品の確保について、平成

ることなく、使用されないままとな ２３年度から契約条項に盛り込むこと

っていた検査機器があった。 とした。

修繕や代替機器の導入、さらには

納入業者の責任等について、速やか

に検討を行い、適切な対応を講じる

必要がある。

なお、今後、同様のトラブルが生

じないように、故障の場合の保証や

部品確保についても契約条項に盛り

込むよう検討する必要がある。

南加賀保健 重要物品の貸出に際して、借用願 今後、同様な借用願いの取扱いにつ

福祉センター の受付はあったが貸出を確認する書 いては、書面により処理することとし

類が作成されず、口頭で許可したも た。

のがあった。

今後は書面により処理すべきであ

る。

林業試験場 重要物品の中に、狭い廊下に半分 安全に使用するため、平成２３年５

程度を占めて設置し、使用されてい 月、通行の妨げにならない場所へ移動

るものがあった。 した。

物品及び建物を安全に使用するた

めにも設置場所について改善の必要

がある。


